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〇道明地区住居表示整備事業に係る第 1回説明会における質疑応答 

・令和６年５月 11 日～６月１日 全６回 延べ参加者数 62 名 

分 類 質 疑 回 答 

住居表示実施

について 

（全般） 

●実際に変更後の住所が分かるのはい

つ頃になるか。 

・住居表示実施の１～２か月前には番

号を設定予定だが、皆さまへの通知は

それ以降となる。新旧住所が記載され

た住所の設定通知書と、町名と住居番

号の書かれた建物に貼り付ける青い

プレートを順次送付させていただく。 

 ●住居番号のつけ方について、住居表示

後、その時点では何もない場所に新た

に家が建った時はどうなるのか。 

例えば、広い土地を持っていて、その

一部を家族や他者に譲り、新しく家を

建てたとき、順番にはならず分かりに

くくなってしまうのではないか。 

・住居番号をつけるときには街区周り

の基礎番号をもとに、建物に番号を振

っていくが、広い土地や空き地など、

今後建物が建ちそうなところがあれ

ば、そこの番号を飛ばして住居番号を

振っていく。ある程度、今後の見込み

を付けて、その街区の宅地に家が建ち

きったときを想定して、分かりやすく

番号を振っていくこととしたい。 

 ●１月以降予定される訪問調査だが、事

業者が各家を訪ねるということで、例

えば、こういう身分証を付けて、こう

いう格好の人が見て回るということ

を事前の説明会で周知してほしい。 

・訪問調査時の説明会や、各世帯に配布

する資料では、その点についても丁寧

に説明したい。 

 ●旧住所と新住所はしばらく重複して

使えるものなのか。住居表示実施

後、旧住所でも一月位は郵便物が届

くのか。 

・住居表示実施後、１年程度は旧住所で

も郵便物は届く。 

 ●コープ生協エリアの東側も、「向中野

〇丁目」として住居表示の実施予定は

あるか。 

・今後の開発状況を見ながらの判断に

なる。関係町内会や地域意見を伺いな

がら、住居表示の実施について検討し

ていきたい。 

 ●地図が見にくい。特に東道明のあたり

は色使いだけを見ると「向中野八丁

目」と誤解するので、もう少しわかり

やすい資料としてほしい。 

・今後、実施案確定のお知らせや別な住

民説明会も予定されるので、わかりや

すい図面を作成し、提示したい。 

 ●今後のスケジュールを見ると、説明

会や市の手続きしか記載がないが、

町内会とも協議の場をもって、地域

の意見を聞きながら進めてほしい。 

・スケジュールに記載していないが、こ

れまでも町内会とは何度か協議を重

ねており、説明会後も結果の共有と今

後の方針を話し合う予定である。 

 ●地名地番は変更ないという認識でよ

ろしいか。 

・地名については住居表示によって変

わった町名に変更となる。地番は変わ

らない場合と変わる場合があるが、町

名同様、登記の表記については市と法

務局で自動的に変更する。 
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分 類 質 疑 回 答 

 ●盛岡市の便利マップで新旧住所の情

報などが見られれば便利だと思うの

で、検討いただきたい。 

・新旧住所は市のホームページ上で公

開するが、便利マップ上で地図情報と

併せて閲覧できれば便利だと思うの

で、担当課には情報提供したい。 

 ●「今後の予定」に「実施案の公示」と

あるが、その前段の審議会の内容や、

今回説明会の結果等も併せて公開さ

れるのか。 

・「「実施案の公示」は、町名や町割りの

公示となる。説明会やアンケート結果

は、市のホームページ上で公開するほ

か、町内の回覧でも結果を閲覧できる

ようにする。また、審議会については

公開しているので実際に来て聞くこ

とができるほか、開催概要を市のホー

ムページ上で公開する。 

実施区域につ

いて 

（特になし）  

町割りについ

て 

●区域図の青い部分が２つの区域に分

かれているが、ここは飛び地となっ

てしまうのか。それとも「向中野六

丁目」側の青い部分は「向中野六丁

目」へ編入されるのか。 

・向中野字鶴子の一部の青い部分は、

「向中野六丁目」への編入予定区域で

ある。逆に「字道明」の広い区域は、

「向中野七丁目」、「向中野八丁目」、

「北飯岡三丁目」へ編入予定である。 

 ●向中野と北飯岡の境を整備後の南川

で分ける想定ということだったが、

現在の字界で分けることはできない

のか。 

・現在の字界で区域を分けようとする

と、現在、そこには境界が分かるよう

な道路等は無いので、宅地や農地の間

を境が走ることとなり、区域の明確化

という住居表示の目的にそぐわない

ものとなる。 

 ●向中野字東道明の住民だが、今回の

案は確定ではなく、今後変更の可能

性もあるという認識でよろしいか。

地図を見て「向中野八丁目」区域だ

と思ったが、説明を聞くと自分の家

の場所は「北飯岡三丁目」区域に編

入される場所のようだ。向中野とし

て土地を買って家を建てているの

で、今更北飯岡になると言われても

納得しがたい。なぜ南川が町境なの

か。 

・提示の案はたたき台なので、今後変更

の可能性はある。町の境は道路や河川

などの恒久的な施設で区切ることと

しており、現在の向中野と飯岡新田の

町境がかつての南川に沿ったものと

なる。 

現在はその主流が無くなり、河川工事

によって新たな南川の流れがやや北

側に整備されているので、ここを新た

な町境にしようとするものである。 

前半３回の住民説明会でも向中野、北

飯岡間の町割りについてはご意見が

出ているので、説明会での住民意見や

アンケート結果を取りまとめた後、関

係町内会とも協議しながら実施案を

固めていきたい。 

 ●そもそも南川を「向中野八丁目」と

「北飯岡三丁目」の境としている理

由は何か。 

・現在の向中野と飯岡新田の町境がか

つての南川に沿ったものとなる。現在

はその主流が無くなり、河川工事によ
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分 類 質 疑 回 答 

って新たな南川の流れがやや北側に

整備されているので、現字界になるべ

く近づけた形となるよう、新たな川を

もって境を設定しようとしたもので

ある。 

 ●東道明に住んでいる者だが、市の素

案だと、南川の旧主流と新しい川で

挟まれるところは「北飯岡三丁目」

となる話であった。町内会的なつな

がりと、飯岡新田地区からも道明の

町内会に入りたいと会費を払って向

中野の自治会に加入している人が結

構いる。そういった中で今の南川で

向中野、飯岡間を区切られてしまう

と、それは如何なものかと思う。 

先程「向中野三丁目」と「本宮七丁

目」の区域変更の事例で地域の実情

に合わせて境を変更した話もされた

ので、そういうことであれば、川で

はなく道路で、丁字路まで向中野区

域として設定してはどうか。その方

が区域が明確でわかりやすい。これ

で決まりではなく、まだ変更の余地

はあるという認識でよろしいか。 

住居表示による番号の変更、手続き

はしかたがないと思うが、これで向

中野から北飯岡に変わりますと言わ

れると住居表示を実施してほしくな

いというのが率直な意見である。 

・現在の向中野と飯岡の字境が旧南川

でこれを分けていた経緯から、新しく

整備された川をもってなるべく現在

の字界に近くなるような形で素案を

作成したものであった。あくまで現在

のたたき台であり、今回の説明会やア

ンケート結果での意見集約を通して、

関係町内会とも協議しながら町割り

は作成していきたいと思う。 

 ●向中野に住みたいということで土地

を探し、やっとそこに家を建てて住

んでいる。これで北飯岡になるとい

うのは到底納得できるものではな

く、この素案が変わらないのであれ

ば、住居表示には断固反対というの

が率直な意見である。住居表示を行

うにしても、他の方もおっしゃって

いるが、川ではなく道路で区切るの

が町割りとしてもきれいでわかりや

すい割り方だと思う。 

－ 

 ●住んでいる住民が違和感を感じる割

り方は結果的に変なものになる。川

で分けるというのは地図上の形で見

ても複雑で分かりにくい。それより

－ 
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分 類 質 疑 回 答 

は道路で区切って四角くわかりやす

く区分けした方が自然に見える。住

所の手続きは協力しようという気持

ちはあるが、町名が向中野から北飯

岡に変更になると言われるとそれは

やめていただきたい。 

 ●現在東道明に住んでおり、新しい南

川と現在の町境である旧南川に挟ま

れる地区にいる者である。区域を川

で分けられることに納得がいかな

い。自分は昔から何十年もこの区域

に住んでおり、この場所から動いた

ことはない。ここは周辺の開発から

も取り残された地域であり、何も開

発の恩恵を受けてきていない場所な

のに、急に町名が北飯岡に変更にな

ると言われても全く納得できない。

昔からいる人間だと旧盛岡地域、旧

都南地域でそれぞれ思うところがあ

り、北飯岡と言われても、どうして

都南の町名なんだと思ってしまう。

飯岡も昔からいる人は逆のことを感

じると思う。南川を勝手に北側に整

備しておきながら新しい町境もそこ

ですと言われても、それは違うので

はないかと思う。これがちゃんとこ

の辺りも開発されて、きれいになっ

ているのであれば北飯岡と言われて

も納得したと思う。それが何もなさ

れていないのにただ住所変更の手間

がかかり、町名も都南の町名に変わ

ってしまうのでは、今回の案には絶

対反対である。 

・これまで５回住民説明を行っており、

旧河川と新しい河川で挟まれる東道

明の人たちからは同様の意見を多数

いただいている。説明の中でも申し上

げたが、今回の案はあくまでたたき台

なので、皆様から頂いた意見を基に、

町割りなどは検討させていただきた

い。 

・町割りは、どうしても道路や河川等で

明確に区切らなくてはならないので、

今の境界のまま住居表示はできない。

例えば、道路で大きく区切り、飯岡新

田６地割まで向中野とすれば、飯岡の

住民の意向にも配慮する必要が出て

くる。全体の説明会は本日で最後だ

が、市ではこの後飯岡の住民にも別途

意見を聞く予定である。大方納得いた

だければ、道路で区切るかもしれない

し、意見が割れれば、南川以南の区域

では住居表示を実施できないという

可能性もある。いずれ飯岡の方からも

十分に意見聴取したうえで、町割りを

検討させていただきたい。 

町名について 

 

●道明という町名は残せないのか。素案

として示される向中野七・八丁目の区

域は大部分が道明町内会に係る部分

である。資料の中で示されるデメリッ

トとして愛着のある町名が変わると

書かれているが、その通り思い入れを

持っている住民もいると思うので、わ

ざわざこのデメリットを押してまで

「向中野○丁目」とするのがいいのか

どうか。また、丁目の数もおおよそ五

丁目程度ということで、それならばな

おさら八丁目まで増やすこともない

・ご意見は、今後の検討材料としたい。

住民説明会での意見交換や、アンケー

トでも様々意見が出ているので、ご意

見やアンケート結果を集約した後、そ

れを基に関係町内会との協議も行い

たいと考えている。全体的な意見に配

慮しながらにはなるが、検討させてい

ただきたい。 
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分 類 質 疑 回 答 

のではないか。 

 ●説明会後、町名を見直すとなった場

合、今回の説明会の後から12月の市議

会まであまり時間は無いように思う

が、今後の意見の聴取、検討はどのよ

うに行っていくのか。説明会に来てい

ない住民も多いので、そういった方々

の意見が反映される場はあるか。 

・ご意見については住民説明会中を問

わず、随時受け付けている。実際に説

明会に来られない方で直接電話をい

ただき、お話される方もいる。説明会

後、関係町内会へ開催結果を報告予定

だが、その際もいただいたご意見から

案の修正等について相談したいと考

えており、これらの結果も全て８月予

定の住居表示整備審議会に共有し、そ

の上で実施案が審議される。また、実

施案の公示期間中 30 日間、住民 50名

以上の署名で実施案に対する変更請

求を行うこともできる。いずれ地域と

しての合意をしっかり得られるよう、

進めていきたい。 

 ●資料の中で住民意見により町名変更

となった事例を紹介いただいたが、

そういった修正が行われるのに、ア

ンケートで何割の意見があったの

か。 

・具体的に何割の反対、修正意見があっ

たというものを現在数値として持ち

合わせていないので、後程確認して回

答する。 

 ※後日回答 

 当時アンケートは実施しておらず、数

値的な基準でもって修正を行ったも

のではない。住民説明会中の意見を関

係町内会に共有、協議したうえで最終

的に町名変更の判断をした。 

 ●今回の住居表示で、この案では道明

という町名が無くなり、東側に東道

明という町名のみ残ることとなる。

道明がないのに東道明だけがあると

いう状態に違和感を感じる。また、

例えばここの地域の人たちにアンケ

ートでも配って意見を聞かないと、

町名を変えたくないと思っていても

行動力のある人以外はアクションを

起こしづらいのかなと感じる。何か

別の意見集約の機会や方法があれば

検討していただけると、地域の意見

が反映された、納得のしやすいもの

になるのかなということで一つの意

見である。 

・住民説明会終了後にその結果と意見

を集約して今後の動きを関係町内会

と協議予定なので、その中で今後の方

針、別途の意見聴取などを相談したい

と思う。 

変更手続きに

ついて 

 

●住居表示に伴い自動的に変更される

手続きについて、不動産登記簿の表題

部とあるが、この表題部の表記は住居

・住所と登記簿の表記はできるだけイ

コールにしていきたいが、変わってく

る可能性もある。できるだけ同じとな
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分 類 質 疑 回 答 

表示後の住所と一緒になるという認

識でよろしいか。 

るよう配慮したい。 

 ●マイナンバーカードの手続きはどう

なるか。自動的に変更となるのか、自

身で行わなくてはならないか。 

・自身で行う手続きの一つとなる。 

 ●マイナンバーカードは写真を撮り直

して全く新しいものが交付されるの

か、免許証のように同じものに修正

情報が反映される形になるか。 

・今あるカードに新しい住所が反映さ

れるものである。 

 ●住居表示変更証明書は自動で送られ

てくるものになるのか。それとも役所

に取りに行かなくてはならないか。 

・証明書は各世帯に予め送付する。 

 ●関係手続先にはこの住居表示証明書

のコピーをもっていけばよいか。元本

でなくていいということが周知され

ているのか。 

・基本的には元本の提出となる。変更証

明書については例えば 10 枚など、ま

とまった枚数を用意して各世帯に渡

るようにする。もし足りない場合や、

後からさらに必要となった場合は市

役所でも交付できる。 

 ●郵便局での住所変更手続きはいらな

いということだったが、旧住所あてに

配送された郵便物も引っ越し時のよ

うに半年程度は新住所に届いたりす

るものなのか。 

・旧住所あてでも１年程度は新住所へ

ものが届くようになっている。 

 ●住居表示実施区域外に財産を持って

いる場合も、登記簿の所有者住所変更

登記手数料はかからないという認識

でよいか。 

・その認識でよい。住所変更が今回の住

居表示整備事業に起因するものであ

れば、住居表示変更証明書を使用する

ことによって登記に係る登録免許税

は無料となる。 

その他 

 

●住居表示後、固定資産税の変更はある

か。 

・住居表示によって直接評価額や税率

が変わることは無いと思われるが、担

当課に確認の上、後程個別にお応えす

る。 

 ※後日回答 

 住居表示により直接評価額や税率は

変わらない。通常の３年ごとの見直し

による。 

住居表示以外

（区画整理事

業「・区区・ごみ

収集など） 

●盛岡市から保留地を購入したが、区画

整理が終わるまで登記できないとい

うことで、この登記も令和７年度９月

の住居表示の実施以降ということに

なるのか。 

・保留地については確かに現在登記簿

がない状態であるが、換地に併せて地

番ができるので、その換地のタイミン

グで、住居表示とおおよそ同様の時期

になると思うが、その時の登記という

ことになる。 

 ●区画整理の関係で土地を移動して、 ・契約者が保留地の所有者となるので、



7 

 

分 類 質 疑 回 答 

盛岡市からも保留地を購入している

が、最終的には保留地と今持ってい

る土地の２筆分、自分の所有になる

という認識でよいか。 

ご本人であればそういった認識でよ

い。 

 ●（上記質問者と同様）例えばこれを合

筆したいとなった時は所有者で手続

きを行うこととなるか。 

・区画整理が終わると保留地に地番が

付くので、今持っている土地はそれと

して、換地処分により登記が行われた

後で、所有者側で適宜手続きをしてい

ただくというものになる。 

 ●住居表示の実施に伴い、区区に影響

が出ることはあるのか。住んでいる

ところが飯岡小区区なのか、向中野

小区区なのか、家を建てた時に住宅

メーカーからどちらか選べるような

ことも言われたが、今回の住居表示

で何か影響はあるのか。 

・住居表示の変更が直接的な要因とな

って区区に影響を及ぼすことはない

が、今後の児童生徒数の動向であった

り、通区環境への配慮といったところ

から現在教育委員会の方で検討を行

っている状況である。今のところまだ

具体的に何か決まっていることはな

いが、今後区区の変更が見込まれる場

合には、改めて教育委員会から情報提

供がされるはずである。 

 ●今回の住居表示で区区に変更は生じ

るか。北飯岡に編入されれば区区も北

飯岡になるなど。 

・住居表示の実施が直接の理由となっ

て変わるものではないが、それも要因

の一つとして、教育委員会の方で域内

の児童生徒数の動向や通区環境等か

ら、検討は行われている。今のところ

まだ具体的な話はできないが、今後区

区変更となる場合は、事前に住民への

説明・周知は教育委員会の方から別途

行われる。 

 ●今回の住居表示で区区は変わるのか。

例えば向中野から北飯岡に編入され

るところでは、区区も飯岡小区区にな

るなど。 

・住居表示を直接の原因として区区変

更が行われるわけではないが、現在教

育委員会の方で小区校定員や通区環

境の観点から、住居表示も一つの要因

としながら区区の再編は検討してい

ると聞いている。しかるべきタイミン

グで別途教育委員会から情報提供が

なされるものと思われる。 

 ●向中野から北飯岡になる区域では、住

居表示の実施に合わせて来年から区

区も飯岡小区校に変更となったりす

るのか。 

・住居表示に合わせて直接区区も変更

になるということはない。しかし、現

在教育委員会で各校の定員の関係や、

通区環境の点から区区変更は検討さ

れている。もし変更となった場合は別

途教育委員会から関係住民に必要な

タイミングで情報提供はされると聞

いている。 
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分 類 質 疑 回 答 

 ●素案だと向中野から北飯岡に編入に

なる区域に住んでいるが、ごみの出し

方は都南地域の出し方に変わるのか。 

・ごみは旧盛岡地域と旧都南地域の境

で出し方を分けているので、町名が変

更になっても収集方法、分別方法は変

わらない。これまで通りの出し方とな

る。 

 ●中央の向中野東道明線の工事が現在

行われている所と思うが、児童の通区

環境が良くない。通れるようになった

かと思えばまた一部通行止めとなり、

小区校へ行くのに西側から大きく回

らなければいけなくなっている。そう

いったところに不信感もある中で今

回の住居表示の話だったので、本日説

明会の趣旨とはずれるかもしれない

が、住居表示よりももっと道路など住

民の生活環境に直結するところを急

いで進めてほしいと思う。住居表示は

一体誰に対してメリットのある話な

のか。どうしても手続きの手間、町名

の変更など、ネガティブなイメージが

先行するので。 

・道路工事についてはご迷惑をおかけ

しているが、早期の工事完了のために

優先されるところから手を付けてい

っている状況である。一応、工事自体

は今年度で終了する見込みのため、今

現在の不便もそのタイミングで解消

される。今しばらくお待ちいただきた

い。 

・住居表示も郵便宅配の誤配や訪問先

がなかなか見つからないといった不

便の解消により、地域はもとより住民

の皆さんの利便に寄与するものと考

えている。一方手続きの手間や、町名

変更に対してのそれぞれの感じ方は

あると思うので、今後も手続きの説明

会等予定されている中、理解を得られ

るよう丁寧に説明していきたい。 

 


